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三 監 第 ２ ２ 号  

令和２年６月２９日  

 

三 島 市 長  豊  岡  武  士  様 

三 島 市 議 会 議 長  大  房  正  治  様 

 

 

三島市監査委員  今 井 信 義 

 

三島市監査委員  松 田 吉 嗣 

 

財政援助団体等監査の結果について（報告） 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第７項の規定による監査を三島市監

査基準（令和２年三島市監査委員告示第１号）に準拠して実施したので、その結果を

同条第９項の規定により次のとおり報告します。 

記 

１ 監査の種類及び対象 

  財政援助団体の監査 

(1) 市民すこやかふれあいまつり補助金 

所管課  社会福祉部 福祉総務課 

団 体  市民すこやかふれあいまつり実行委員会 

(2) みしまサンバ補助金 

所管課  産業文化部 商工観光課 

団 体  みしまサンバ振興会 

 

２ 監査の範囲 

    令和元年度中の出納その他の事務の執行 

 

３ 監査の実施場所及び期間 

  監査委員事務局事務室及び監査委員室 

令和２年５月 14日から令和２年６月５日まで 

 

４ 監査の実施内容 

(1) 事務局職員の事前調査 

所管課及び団体からの調書及び関係書類の提出を求め、提出された資料に基づき調査を行

った。 
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(2) 監査委員による監査 

事務局職員が収集した資料に基づく監査のほか、所管課及び団体のヒアリング（説明聴取）

により実施した。 

 

５ 監査の評価項目 

(1) 所管課関係 

ア 補助金等の決定は法令等に適合しているか。 

イ 補助金等の交付目的及び補助金等対象事業の内容は明確か。また、公益上の必要性は 

十分か。 

ウ 補助金等に関する条件の内容は明確か。      

エ 補助金等の額の算定、交付方法、時期、手続等は適正か。 

オ 補助金等の効果及び条件の履行の確認は、実績報告書等によりなされているか。 

カ 補助金等交付団体への指導監督は適切に行われているか。    

キ 補助金等の交付目的や効果等から判断して、統合、廃止等の見直しをする必要のある 

ものはないか。 

(2) 団体関係 

ア 事業計画書、予算書及び決算諸表等と所管部署へ提出した補助金等の交付申請書、実績 

報告書等は符合するか。 

イ 補助金等交付申請書の提出及び補助金等の請求、受領は適時に行われているか。 

ウ 事業は、計画及び交付条件に従って実施され、十分効果が上げられているか。また、 

補助金等が補助等対象事業以外に流用されていないか。    

エ 出納関係帳票の整備、記帳は適正か。また、領収書等の証拠書類の整備、保存は適切か。 

オ 補助金等に係る収支の会計経理は適正か。 

カ 会計処理上の責任体制は確立されているか。     

 

６ 監査の結果 

財政援助に係る収入支出事務について、各規程、決算書、現金出納簿等関係書類を調

査した結果、市からの補助金は確実に収納されており、支出事務はその目的に従って概ね適

正に処理されているものと認めた。 

  当該監査結果における指摘事項及び意見・要望は、次のとおりである。 

 

 (1) 市民すこやかふれあいまつり実行委員会 

  【指摘事項】 なし 

  【意見・要望】 

ア 市民相互の交流の促進はもとより、様々な世代や事業者等に広報することによ

り、福祉に対する理解への普及啓発をするとともに、新たな福祉活動へ向けた連

携の輪を広げられたい。 
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イ 補助対象経費に対する補助率が高いことから、本事業の主旨に賛同する事業者

の協賛を募るなど、自主財源や人的資源の確保に努められたい。 

また、市が団体の事務局機能を担っているが、団体の活動と行政の役割及び公

務との関係が不明確となり、補助金交付団体である以上、独立した運営が求めら

れる。以上のことから、補助金ガイドラインに基づく自立した運営となるよう事

業の見直しを検討されたい。 

なお、本事業については今までの沿革のもと、現在の運営に至っていることか

ら、事業そのものの位置づけが、市が政策的に行うべき事業であるかどうかの観

点から検討していくことも必要と思われる。 

 

 (2) みしまサンバ振興会 

  【指摘事項】 なし 

  【意見・要望】 

ア 平成元年より補助金により運営され、「みしまサンバ」の普及については一定

の効果が得られていると考える。今後も若い世代へ継承される仕組みづくりや、

誰もが気軽に踊れる機会を提供するなど、「みしまサンバ」の普及活動を通じて

活力ある街の発展に繋がるよう努められたい。 

 

イ イベントの設営等を会員が行うなど、経費削減に向けて努力していることは説

明聴取により確認はされたが、依然として、補助対象経費に対する補助率が高い

ことから、指導料の徴収や事業者の協賛を募るなど、自主財源や人的資源の確保

に努め、補助金ガイドラインに基づく自立した運営となるよう事業の見直しを検

討されたい。 

 

７ 団体及び補助金の概要 

 (1) 市民すこやかふれあいまつり実行委員会 

補助金名称 市民すこやかふれあいまつり補助金 

補助の目的 

さまざまな立場や世代の方が気軽に集う機会を提供すること

により、交流を通して市民相互に思いやる心を育み、連帯の

輪を広げて明るい福祉のまちづくりを推進すること。 

補助金額 1,500,000 円 

団体の決算状況 

歳入決算額 1,812,831 円 

歳出決算額 1,667,095 円 

翌年度繰越額 145,736 円 
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 (2) みしまサンバ振興会 

補助金名称 みしまサンバ補助金 

補助の目的 

農兵節を現代風にアレンジした「みしまサンバ」の普及活動

を通じ、三島市のＰＲ及び地域活性化を図ること。また、学

校や地域で開催する各種練習会などとの連携を通し、魅力向

上を図ることで、三嶋大祭り等の観光交流人口の拡大を図る

こと。 

補助金額 927,000 円 

団体の決算状況 

歳入決算額 2,037,176 円 

歳出決算額 1,920,525 円 

翌年度繰越額 116,651 円 

 


